
福井町長 ６月定例議会の開催にあたり、まず所信を申し上げます。これまで

も、また、他の市町村でも同じかと思いますが、現在の牟岐町の最も大きな課題

は、防災と地方創生です。千年に一度の南海トラフ地震が来ても多くの町民の皆

様が生き残り再生できること。また、つぎの南海地震が来るまでに町が限界集落

となり、地震津波で消滅することがないよう産業を振興させ安定した雇用を確

保しておく必要があります。去る６月７日、土木学会が公表した推計によります

と、南海トラフ地震が発生した場合も２０年間に及ぶ経済的被害が１，４１０兆

円に上るとのことです。学会は「国難レベル」の災害になるとして、事前の対策

の強化と都市機能の分散を進めるべきだとしています。したがって、南海トラフ

地震では、阪神淡路大震災、東日本大震災、あるいは、熊本地震などこれまでの

各地の大震災のときと違い３日経っても援軍が来ないことも考えられますので、

最悪のことを想定し、対策を立て行動する必要があると考えています。また、気

象庁では南海地震の発生につながる異常が観測された場合、住民の皆様に警戒

を呼び掛けるため、「臨時情報」を発表することとなりましたが、発表されれば

社会的混乱が起きる恐れがあり、さらに介助が長引けば人口流出が続き企業活

動も停滞する恐れがあります。しかしながら、できるだけ死傷者を減らすために

は、発災前にこの臨時情報の発表を受け、要援護者の避難を行う必要があります。

そして、そのためには避難所の確保が必要になりますが、具体の避難計画や避難

訓練について部落ごと、あるいは、自主防災組織ごとに役場と一緒に行動してい

ただきたいと考えています。皆様もご存知のとおり、牟岐町では住宅の耐震改修

が殆ど進んでいません。これをカバーするためにも自主防災組織の平素からの

活動が重要となってきますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。つ

ぎに地方創生ですが、国立社会保障・人口問題研究所の平成３０年版の地域別将

来推計人口によりますと、２０４５年には、徳島県の人口が５３万５千人、牟岐

町では１，６０３人と大幅に減少しています。平成２５年版では、牟岐町の人口

は２，０２４人でしたので、現実は、平成２５年の推計以上に過疎化が進行して

いるということになります。そして、この２０４５年ごろ、今から２７年後先の

南海地震から１００年となり、南海トラフ地震の発生確率が最も高くなると言

われています。したがって、将来牟岐町が存続するためにも、できる限り地方創

生の成果として雇用の増・所得の増に努めなければなりませんが、遅くともつぎ

の南海地震が来るまでに牟岐町に生産性の高い産業を創っておかないと地震津

波の後、殆どの人が牟岐町に帰って来ないと思われます。一方、現在、毎年のよ

うに国の社会保障費が増えていますが、現在の医療と介護と年金の水準を維持

するためにはＧＤＰを増やしていくしかない。そしてＧＤＰの延びしろは、これ

まで競争を続けてきた日本の大企業には殆どなくなっており、余力のある地方

が活性化し伸ばすしかないと言われています。そのためには、一次産業の生産性



を高める。また、これまで力を入れてこなかった観光業の振興を図るなどの新し

い魅力的な取り組みが必要となります。現在、牟岐町では「牟岐の農業を考える

会」などが生産性の向上に向けた取り組みを進めてくれていますし、観光につい

ては、今年の４月から県を中心とした１市４町で、徳島県南部版ＤＭＯ、観光ま

ちづくり法人を設立し、行動を開始したところです。今後、牟岐町としては、自

分の役割を十分に理解し観光産業の創出に努めていく必要があると思います。

町民の皆様の連携したお取り組みを切にお願いしたいと思います。それでは、提

案理由の説明にいきます。本定例町議会に提出の案件は１０件です。報告２件、

議案８件で、報告の内容は専決処分した事項の承認と繰越明許費繰越計算書で

す。議案の内訳は条例改正４件、補正予算３件、人事案件１件となっています。

報告第２号専決処分した事項の承認。専決第２号牟岐町税条例等の一部を改正

する条例。平成３０年度の税制改正によるもので、主な改正内容は、個人住民税

における給与所得控除制度の見直し、たばこ税の見直し、固定資産税の土地税制

の現行制度の継続延長、生産性革命の実現に向けた償却資産の特例措置の創設

が主な改正です。専決第３号牟岐町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。

平成３０年度の税制改正によるもので、国民健康保険税の課税限度額の引き上

げと減額措置にかかる軽減判定所得の算定方法の改正です。専決第４号平成２

９年度牟岐町一般会計補正予算。この専決予算は平成２９年度の最終予算で、不

用額の減額と基金の積立てを行うものです。歳出の諸支出金で減債基金に６千

万円、財政調整基金に１億４千万円を積み立てています。財源は財政調整基金繰

入金を減額して地方交付税の留保分と繰越金などを充てています。歳入歳出そ

れぞれ１億７，３９５万５千円を追加し、最終予算総額を３２億８，１５９万８

千円とするものです。報告第３号平成２９年度牟岐町一般会計繰越明許費繰越

計算書。一般会計で平成２９年度から３０年度へ繰り越した５の事業に係る計

算書を報告し、議会の承認を求めるものです。翌年度繰越額は、ＤＭＶ導入事業

補助金７１万円、防災拠点避難地整備事業３，９１０万６千円、地籍調査事業４，

２８５万６千円、３ｔダンプ購入事業５２７万１千円、社会資本整備総合交付金

業務３，１８１万円、財源内訳は、記載のとおりで、一般財源分は３，１９１万

２千円です。議案第２２号牟岐町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。サービスに携わる人

員の確保を図るため介護職員初任者研修課程を修了した者を加える改正と事業

所と従事者とを区別するため、従事者に関する名称から「指定」という文言を削

除する等の一部改正です。議案第２３号牟岐町指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例。もともと、介護保険法第５条の２第１項とすべきであったものに第１



項が抜けていたために今回改めるものです。議案第２４号牟岐町放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。

現行の放課後児童支援の基礎資格である「教諭となる資格を有する者」の趣旨を

明確化するための改正です。議案第２５号牟岐町家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。平成２９年度の地方か

らの提案等に関する対応方針を踏まえ「代替保育」の提供先の緩和及び家庭的保

育事業における食事の提供体制の緩和を行うものです。議案第２６号平成３０

年度牟岐町一般会計補正予算。歳出で主なものを挙げますと、１３ページ、１款・

議会費、旅費の追加などで１００万５千円の増額。１５ページ、２款・総務費、

固定資産台帳更新業務等委託料、ソーラー式避難表示灯修繕などで７５７万２

千円の増額。２１ページ、３款・民生費、社会福祉協議会補助金、敬老祝金、介

護保険特別会計繰出金などで１，８６６万円の増額。２５ページ、４款・衛生費、

斎場修繕料、海部郡衛生処理事務組合負担金の追加などで１，８７１万４千円の

増額。２９ページ、５款・農林水産業費、林地台帳システム導入委託料、アワビ

類種苗放流事業補助金、広域浜プラン推進事業補助金などで２，４０６万円の増

額。３３ページ、６款・商工費、商品券発行事業補助金、一般コミュニティ助成

事業補助金、移住支援パンフレット作成委託料などで２，０８７万８千円の増額。

３９ページ、７款・土木費、町道大東線側溝修繕工事、橋梁長寿命化修繕計画点

検委託・トンネル点検委託料の追加などで１,７８６万３千円の増額です。４５

ページ、９款・教育費、サマースクール負担金、がんばる地域応援事業補助金な

どで７６９万２千円の増額。５７ページ、１１款・公債費、町債の元金・利子で

２０万４千円の減額。歳入は、それぞれの事業に係る国・県支出金、諸収入、町

債などで、一般財源は２９年度からの繰越金を充てています。歳入歳出、１億１，

６２４万円を追加し、予算総額を２９億４，２１９万円とする補正予算です。議

案第２７号平成３０年度牟岐町簡易水道事業会計補正予算。営業費用で職員給

与等人件費で２０万７千円を計上。資本的支出で水道情報管理システム機器購

入費７０万円を計上しています。議案第２８号平成３０年度牟岐町介護保険特

別会計補正予算。介護保険制度改正に伴うシステム改修費用の追加で、財源は国

庫補助金及び一般会計繰入金を充てることとし、歳入歳出それぞれ３１９万２

千円を追加し、予算総額を７億８，５６８万１千円とするものです。議案第２９

号牟岐町固定資産評価員の選任。人事異動に伴い新たに税務会計課長、木田憲二

氏を固定資産評価員に選任するため議会の同意を求めるものです。以上で提案

説明を終わりますが、詳細については関係課長から説明いたしますので、ご審議

のほど、よろしくお願いいたします。 


